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１ 趣旨 

 四條畷市市民総合センター及びこども園複合施設基本設計業務委託に関する公募型プロポ

ーザル実施要領（以下「本要領」という。）は、四條畷市（以下「本市」という。）における四

條畷市市民総合センター及びこども園複合施設基本設計業務（以下「本業務」という。）の受託

事業者を、公募型プロポーザル方式により選定するためにその募集手続その他必要な事項を定

めるものである。 

 

２ 目的 

本業務について、公募型プロポーザル方式により企画提案を募集することで、価格評価だけ

ではなく、理解力、実績、専門性、企画力、予見可能性等を総合的に判断し、本業務の履行に

最も適した契約相手方候補者を選定することを目的とする。 

 

３ 業務概要 

(1)業務名 

  四條畷市市民総合センター及びこども園複合施設基本設計業務委託 

(2)業務内容 

  市民総合センター（公民館、図書館、市民ホール）及びこども園複合施設整備にかかる基本

設計業務 

  ※詳細は「四條畷市市民総合センター及びこども園複合施設基本設計業務委託仕様書（案）」

のとおり 

(3)契約期間 

契約締結日の翌日から令和 9 年 3 月 15 日（月）まで 

(4)委託上限金額  

  196,540,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

(5)選定方式 

  公募型プロポーザル 

  ※契約については「９ 契約に関する事項」を参照のこと。 

(6)支払条件等 

  ※地方自治法、地方自治法施行令及び四條畷市財務規則の規定に基づく。 

 

４ 参加資格 

 本プロポーザルに参加できる者は、単体企業または共同企業体（以下「JV」という。）であっ

て、この公告日において次に掲げる条件を全て満たしていること。 

なお、参加者が資格要件を満たさなくなった場合は、その時点で失格とする。 

(1)地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定のいずれにも該当しない

者であること。 

(2)会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき、更生手続き開始申し立てがなされている

者でないこと。 

(3)民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき、再生手続き開始申し立てがなされている

者でないこと。 

(4)大阪府又は本市から資格停止措置等を受けていないこと。 

(5)仕様書に掲げる内容を余すことなく遂行でき、本市と円滑に連絡調整ができること。 
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(6)四條畷市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力

団密接関係者でないこと。 

(7)四條畷市建設工事等入札参加有資格者名簿（以下「有資格者名簿」という。）に登録してい

ること、もしくは、参加申込書提出時に入札参加資格審査申請に必要な書類を提出できる

こと。 

(8)建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条の規定による一級建築士事務所の登録を受け

ていること。また、建築士法第 10 条第１項の規定による処分を受けている者が所属してい

ないこと。 

(9) 直近 10 年間（平成 28 年度から令和 7 年度まで）において、地方自治体が発注者となる延

床面積概ね 2,000 ㎡以上の公共建築物（ただし、下水処理場等の供給処理施設は除く。）の

うち、複合施設の基本設計業務もしくは実施設計業務を締結し、履行した実績があること。 

(10) 本業務の技術的管理を行う者として管理技術者、照査技術者を配置すること。また、管理

技術者、照査技術者は、一級建築士の資格を有していること。 

 なお、管理技術者は照査技術者、担当技術者、照査技術者は管理技術者、担当技術者と兼務  

してはならない。 

(11)本業務の担当技術者として、一級建築士の資格を有した建築担当を配置すること。 

(12)JV の場合は次の各号のとおりとする。 

①代表となる構成員（以下「代表構成員」という。）は、上記すべての要件を満たすこととし、

代表構成員を除く構成員（以下「構成員」という。）は、上記（1）から（4）及び（6）か

ら（7）を満たすこと。 

②構成員数は自主結成とし、代表構成員が構成員中最大の出資比率とする。また、本業務完

了後 3 カ月を経過するまで存続するものであること。 

③原則として、各構成員が対等の立場で一体となって設計業務を履行する運営形態であるこ

と。 

④構成員（代表構成員含む。）は他の参加と重複して応募することはできない。 

※なお、別途契約を締結している四條畷市公共施設等の再編整備にかかるＣＭ（コンストラク

ション・マネジメント）業務と重複して受注することはできない。 

 

５ スケジュール  

 内容 日程 

実施要領の公表 令和 8 年 4 月 20 日（月） 

質問受付期間 令和 8 年 4 月 20 日（月）～ 4 月 27 日（月） 

質問回答日 令和 8 年 5 月 7 日（木） 

参加申込書の提出期間 令和 8 年 4 月 20 日（月）～ 5 月 13 日（水） 

参加資格審査及び１次審査の結果

通知 

令和 8 年 5 月 20 日（水） 

（企画提案書類）提出期間 令和 8 年 5 月 20 日（水）～ 6 月 11 日（木） 

２次審査（プレゼンテーション・

ヒアリング審査）（予定） 

令和 8 年 6 月 18 日（木） 

２次審査の結果通知及び公表 令和 8 年 6 月中 

 

６ 受託者の選定 

(1)概要 
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① 提出された参加申込書等を基に、参加資格の審査及び１次審査（書類審査）を実施し、

２次審査（プレゼンテーション・ヒアリング審査）参加者を選定する。 

② １次審査（書類審査）を通過したものに対し、２次審査（プレゼンテーション・ヒアリ

ング審査）を実施する。 

③ 業者選定委員会で審議し、最優秀提案者を決定し、最優秀提案者を受託候補者に選定す

る。 

④ 審査は「評価基準」に定めるとおりとする。 

⑤ 各書類の作成にあたっては、「書類作成例」を参照すること。 

(2)実施要領等の配布 

令和 8 年 4 月 20 日（月）から 

関係資料は、本市ホームページからダウンロードして入手すること。 

(3)質問の受付及び回答 

  本プロポーザルに関して質疑がある場合は、次の方法で質問すること。なお、質問がなかっ

た場合は、ホームページへの掲載は行わず、質問に対する回答内容は、本実施要領等の追加ま

たは修正とみなす。 

受付期限 令和 8 年 4 月 27 日（月）正午まで 

質問方法 電子申請フォームによる提出 

電子申請フォーム 

https://www.city.shijonawate.lg.jp/page/122621.html 

上記プロポーザルに関する本市ホームページ内のリンク

から申請 

回答方法 

令和 8 年 5 月 7 日（木）の 17 時までに、本市ホームペー

ジにて回答を掲載する 

※個別には回答しない 

その他 
電子フォーム以外での質問、提出期限以降の質問、審査内

容に関する質問は受け付けない 

(4)応募書類の提出 

本プロポーザルに参加しようとするものは、次に掲げる書類を提出すること。 

① 提出期限 令和 8 年 5 月 13 日（水）17 時（必着） 

② 提 出 先 四條畷市施設創生部施設創生課 

提出方法 電子申請フォーム  

https://www.city.shijonawate.lg.jp/page/122621.html 

③ 提出書類 要求した内容以外の書類、図面等については受理しない。 

なお、ファイル提出形式は、市が提供するファイル形式のまま、もしくは PDF

とすること。 

№ 提出書類 様式 添付書類等 

１ 会社概要書 様式第１号 一級建築士事務所登録票の写し 

※有資格者名簿の登録又は申請を行っ

ていない場合は、入札参加資格審査

申請書類を作成して添付すること。 

・JV の場合は代表者及び構成員ごとに

作成すること。 

２ 配置予定技術者調書（管

理技術者、照査技術者） 

様式第２号 一級建築士免許証明書の写し 

３ 業務実績調書 様式第３号 契約書（鑑）の写し、業務内容がわかる

仕様書、公共建築物の用途及び延床面
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積が確認できる資料 

４ 配置予定技術者調書（そ

の他技術者） 

様式第４号 各々の資格証明書の写し 

５ 業務工程表 様式第５号 ※発注者と受注者の役割分担を明確に

し、業務スケジュールを示したもの 

６ 共同企業体協定書等 － ※詳細は JV での参加があり、1 次審査

を通過した場合に該当者に通知しま

す。 

７ ※入札参加資格申請書類 － ※有資格者名簿への登録を行っていな

い場合は必須 

※ファイル容量の上限は、1 申請あたり 100MB 以内、1 ファイルあたり 10MB 以内のため、容量

が大きくなる場合は別途ご相談ください。 

(5)参加資格及び 1 次審査（書類審査）の実施・結果通知 

① 参加資格審査 

提出された応募書類等（様式第１号～第３号）について審査する。 

② １次審査（書類審査）の実施 

提出された応募書類等（様式第３号～第５号）について、別添「評価基準」に基づき審

査し、上位３者を１次審査通過者として選定する。なお、参加事業者が１者のみであって

も、審査を行う。 

ただし、１次審査の評価点が配点の６割未満の場合は、１次審査を通過することができ

ない。 

③ 結果通知 

参加資格審査及び１次審査（書類審査）の結果は、参加申込みした全事業者に対し、結

果通知を電子メールで送付する。 

送付予定日：令和 8 年 5 月 20 日（水） 

１次審査通過事業者には、２次審査の日時や企画提案書類の提出に係るＵＲＬ等の詳細

も併せて通知する。 

(6)企画提案書類の提出 

 １次審査通過者については、次に掲げる書類を提出すること。 

① 提出期限 令和 8 年 6 月 11 日（木）17 時（必着） 

② 提 出 先 四條畷市施設創生部施設創生課 

③ 提出方法 電子申請フォーム 

 https://www.city.shijonawate.lg.jp/page/122621.html 

④ 提出書類 要求した内容以外の書類、図面等については受理しない。 

№ 提出書類 様式 添付書類等 

７ 業務実施方針 様式第６号  

８ 企画提案書 様式第７号  

９ 参考見積書 様式第８号 ※委託上限額を超えないこと。 

(7)提出書類の記入上の留意事項 

① 業務実施方針 

業務実施方針は、次のア～ウの項目について各Ａ４判片面２枚以内もしくはＡ３判片面

１枚以内で簡潔に記載すること。 

ア 本業務に対する提案者の取組方針と体制 

イ 各業務担当チームの特徴 

ウ 業務工程及び業務上、特に配慮する事項 
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② 企画提案書 

企画提案書は、次のテーマ１～３について各Ａ４判片面２枚以内もしくはＡ３判片面１枚

以内で簡潔に記載すること。 

№ テーマ 

１ 

四條畷市市民総合センター及びこども園基本計画に基づく創意

工夫及びスケジュールどおりに進めるための円滑な業務遂行に

ついて 

２ 整備コスト及びランニングコストを抑えるための方策について 

３ 周辺環境への配慮及びこども園における安全対策について 

(8)２次審査（プレゼンテーション・ヒアリング審査）の実施 

  企画提案書等について、プレゼンテーション及びヒアリングを実施する。その内容を審査

基準に基づき業者選定委員会にて評価・採点する。 

  ２次審査時点で提案事業者が１者のみの場合であっても、２次審査を実施する。 

２次審査の評価点は、各事業者に対する委員の採点の平均点（小数点第１位を四捨五入）

とし、２次審査の評価点が配点の６割未満の場合は、最優秀提案者には選定しない。 

実施日 令和 8 年 6 月 18 日（木）（予定） 

実施場所 四條畷市役所（予定）（四條畷市中野本町１番１号） 

実施内容 ・企画提案書による説明を実施し、その後ヒアリング

を行う。 

・時間は、１者 90 分程度（準備・片付け 10 分、プレ

ゼンテーション 40 分、ヒアリング 40 分） 

・プレゼンテーションは、パソコン等の使用を可能と

する。プレゼンテーションで必要な機器（パソコン、

プロジェクター等）は事業者で準備すること。なお、

スクリーンは持参不要（市所有スクリーンもしくは

白色の壁に投影とする）。 

・プレゼンテーションは提出した業務実施方針及び

企画提案書の内容を説明すること。 

なお、プロジェクターを使用する際には、提出書類

の趣旨やポイントなどをまとめた資料を用いて、説

明することを可とするが、提出書類の内容や趣旨を

改編又は追加することはできない。（動画や模型の

提出は不可とする。） 

出席者等 出席者は６人以内とし、配置予定の管理技術者は必

ず出席させること。 

評価方法 別添「評価基準」に基づいて、評価する。 

（9）価格審査 

  参考見積書について、以下の算定式により算出した値を価格評価点とし、小数点第１位を

四捨五入する。 

   算定式 （１－見積価格/提案上限額）×100＝価格評価点 

（10）総合評価点の結果通知 

１次審査と２次審査の技術評価点の合計に価格評価点を加えて、総合評価点を算出し、総
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合評価点が最も高い事業者を最優秀提案者とする。 

なお、総合評価点が同点の場合は、参考見積価格（税抜）が最も安価な事業者を最優秀提

案者とする。 

令和 8 年 6 月中に２次審査実施事業者に対し、結果通知を電子メールで送付する。 

 

７ 失格事由 

次のいずれかに該当する場合は、その提案に係る参加者は失格とする。 

① 提出方法、提出場所及び提出期限に適合しない場合 

② 本市の指定する作成様式及び示された条件に適合しない場合 

③ 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

④ 参考見積書の金額が委託上限額を超過する場合 

⑤ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合 

⑥ その他提案にあたり著しく信義に反する行為等があった場合 

 

８ 選定結果の公表方法 

 参加事業者数及び評価点、選定した事業者名を本市ホームページに掲載する。 

 

９ 契約に関する事項 

（1）最優秀提案者を受託候補者とし、四條畷市と委託内容、経費などについて再度調整を行っ

たうえ、協議が整った場合、契約を締結する。 

（2）契約内容及び仕様については、企画提案内容をもとに本市と詳細を協議する。なお、その

際にあらためて提案内容の説明を求めることがある。また、契約内容、仕様及び契約金額

については、協議の結果、採用された提案により変更が生じる可能性がある。 

（3）受託候補者が特別な事情により契約を締結しない場合は、その理由を記載した辞退届を

提出すること。なお、この場合、次順位者を受託候補者とする。 

（4）契約保証金については四條畷市財務規則に基づくものとする。 

 

１０ その他 

 (1)プロポーザルの参加事業者は、辞退届（電子申請フォーム）の提出により、プロポーザ

ルへの参加を辞退することができる。 
(2)提出物の提出後においては、差替え、訂正及び再提出は行うことができない。ただし、提

出書類の明らかな脱漏又は不明確な表示等があり、かつ本市が再提出を認めた場合はこの

限りではない。 

(3)提出物の作成・提出及びプレゼンテーション等に要する費用は事業者の負担とする。 

(4)提出物の返却は一切行わない。 

(5)本プロポーザルの実施に関して使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は計量法に定

めるもの、時刻は日本標準時とする。 

(6)本プロポーザルの提案は、１者につき、１提案に限る。 

(7)本プロポーザルにおいて入手した本市の情報等を本プロポーザルの目的以外に使用する

こと及び第三者に漏らすことを禁ずる。 

(8)プロポーザルに係る文書の開示請求があった場合は、四條畷市情報公開条例に基づき提出 

書類を開示する。 
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１１ 問い合わせ先 

担当部署 四條畷市施設創生部施設創生課 

住 所 
大阪府四條畷市中野本町１番１号 

四條畷市役所東別館３階 

電 話 072-877-2121（代表） 

e-mail saihen@city.shijonawate.lg.jp 

 

 


